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インフルエンザ様疾患に関わる出席停止について 

    学校保健安全法第１９条に基づいて，出席停止となります。 

ご家庭においては，担当医の指示のもと療養をしてください。 

  出席停止期間は，「発症した後５日を経過し，かつ解熱後２日を経過するまで」または， 

「医師が感染の恐れがないと認めるまで」です（下の表を参照）。療養中は毎日検温をし，下記報告

書へ記入してください。また，登校する際は，ご家庭で登校可能日を確認し必要事項を記入の上，担

任に提出していただきますようお願いいたします。なお，再度医療機関を受診し，証明をいただく必要

はありません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

北杜市立小淵沢中学校長 様 

インフルエンザ様疾患による再登校報告書 

【記入について】 
 １ 下の表に，日付を記入してください。 
 ２ 毎日体温を記入し，解熱した日に〇をつけてください。 
 ３ 解熱した日と表の①～⑤を照らし合わせて，登校可能日を確認してください。 
  ＊発症日とは，病院受診日ではなく発熱した日です。また解熱とは，１日中平熱が続いた 

状態のことです。 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インフルエンザ（   型）を発症した後５日を経過し，かつ解熱後２日を経過，体調 

も良好のため，令和    年    月   日より登校します。 

【診断を受けた医療機関名（                                      ）】 

        年   組 氏名                       保護者氏名                      印 

発症日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目

月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日

体　　温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

解熱した日に〇

①発症後１日目に
解熱した場合

発熱 解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

発症後
４日目

発症後
５日目

登校可能 登校可能 登校可能

②発症後２日目に
解熱した場合

発熱 発熱 解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

発症後
５日目

登校可能 登校可能 登校可能

③発症後３日目に
解熱した場合

発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

登校可能 登校可能 登校可能

④発症後４日目に
解熱した場合

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

登校可能 登校可能

⑤発症後５日目に
解熱した場合

発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
１日目

解熱後
２日目

登校可能

発症後


